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(57)【要約】
【課題】磁気記録層からのＣｏの溶出を抑制するととも
に、膜厚が３ｎｍ以下の、磁気記録媒体用保護層の形成
方法を提供することにある。
【解決手段】（１）基体と該基体上に形成される金属膜
層とを含む積層体の上に、炭化水素ガスを原料として用
いるプラズマＣＶＤ法によって保護膜を形成する工程で
あって、上記炭化水素ガスの流量が５０ｓｃｃｍ以上２
００ｓｃｃｍ以下であり、放電電流が０．１Ａ以上０．
３Ａ以下である、保護膜の形成工程と、（２）工程（１
）で形成した保護膜の表面処理工程であって、（２ａ）
アルゴンガス中でのプラズマ処理、及び（２ｂ）窒素ガ
スを含むガス中でのプラズマ処理を含む表面処理工程と
、を含むことを特徴とする磁気記録媒体用保護膜の形成
方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（１）基体と該基体上に形成される金属膜層とを含む積層体の上に、炭化水素ガスを原
料として用いるプラズマＣＶＤ法によって保護膜を形成する工程であって、前記炭化水素
ガスの流量が５０ｓｃｃｍ以上２００ｓｃｃｍ以下であり、放電電流が０．１Ａ以上０．
３Ａ以下である、保護膜の形成工程と、
　（２）工程（１）で形成した保護膜の表面処理工程であって、
　　（２ａ）アルゴンガス中でのプラズマ処理、及び
　　（２ｂ）窒素ガスを含むガス中でのプラズマ処理
　を含む表面処理工程と
を含むことを特徴とする磁気記録媒体用保護膜の形成方法。
【請求項２】
　前記炭化水素ガスがエチレンであることを特徴とする、請求項１に記載の磁気記録媒体
用保護膜の形成方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の方法により得られた磁気記録媒体用保護膜。
【請求項４】
　基体と、
　前記基体上に形成された金属膜層と、
　前記金属膜層上に形成された請求項３に記載の保護膜と
を備えることを特徴とする、磁気記録媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気記録媒体の構成要素である保護膜の形成方法に関する。より詳しくは、
本発明の保護膜の形成方法は、極めて薄い保護膜の形成方法に関する。本発明は、このよ
うな方法により得られた保護膜に関する。本発明は、当該保護膜を含む磁気記録媒体に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　磁気記録媒体は、通常、基体上に磁気記録層等が形成され、さらに保護膜が形成されて
得られる。この保護膜は、耐摺動部材及び／又は耐摩耗部材としての役割を果たす層であ
り、種々のタイプが開示されている。
【０００３】
　特に、保護膜には、磁気ヘッドが磁気記録層に対して接触又は摺動することによる損傷
、及び磁気記録層の腐食を回避する性能が要求される。
【０００４】
　このような要求を満足する保護膜の代表的なものとしては、カーボンを用いたダイヤモ
ンド・ライク・カーボン（ＤＬＣ）膜がある。ＤＬＣ膜は、表面平滑性に優れ、硬さも大
きいことから、保護膜が担うべき表面被膜性等に優れている。ＤＬＣ膜は、一般に、磁気
記録層上に、スパッタリング法、及びプラズマＣＶＤ法等により形成される。
【０００５】
　ところで、磁気記録媒体の記録方式は、長手方式から、より記録密度を高められる垂直
方式に移行している。この垂直方式においても、さらに記録密度を高めるべく種々の研究
がなされており、その一策として、保護膜を、上述した耐久性及び耐食性の機能を維持し
つつ、できるだけ薄くすることが要請されている。
【０００６】
　保護膜の形成方法としては、以下の技術が開示されている。
【０００７】
　特許文献１には、磁性基板上に少なくとも磁性金属膜、炭素保護膜及びフッ素含有潤滑
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膜を設け、上記炭素保護膜が膜厚４ｎｍ以下のダイヤモンド状炭素膜であり、ＡＴＲを用
いたＦＴ－ＩＲで測定した２９２０ｃｍ-1近傍のＣ－Ｈ結合に起因する赤外吸収強度と潤
滑膜のＣ-Ｆ結合に起因する赤外吸収強度との比が０．０３５～０．０６０である磁気デ
ィスクが開示されている。
【０００８】
　特許文献２には、基板上に磁性層と保護層と潤滑層を順に備える磁気ディスクを製造す
るにあたり、上記基板上に上記磁性層と上記保護層を順に形成した後、上記保護層を常圧
下でのプラズマに曝し、しかる後、上記保護層上に上記潤滑層を形成する磁気ディスクの
製造方法が開示されている。当該文献では、特に、プラズマＣＶＤ法で形成した膜厚０．
５～３．０ｎｍの水素化炭素系保護層に、窒素ガス、アルゴンガス、酸素ガス、フッ素系
炭化水素ガスから選ばれる少なくとも１種のガス中でプラズマ処理を施すことにで、保護
層の表面を好適に改質し、潤滑層との親和性を向上させる、としている。
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－３０３４１０号公報
【特許文献２】特開２００７－２６５５８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、これらの従来技術によっては、磁気記録層からのＣｏの溶出を抑制する
とともに、保護層の膜厚を極薄、具体的には３ｎｍ以下にすることは困難である。
【００１１】
　従って、本発明の目的は、磁気記録層からのＣｏの溶出を抑制するとともに、膜厚が３
ｎｍ以下の、磁気記録媒体用保護層の形成方法を提供することにある。また、本発明は、
このような方法により得られた保護層、及び当該保護層を含む磁気記録媒体を提供するこ
とも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、
　（１）基体と該基体上に形成される金属膜層とを含む積層体の上に、炭化水素ガスを原
料として用いるプラズマＣＶＤ法によって保護膜を形成する工程であって、上記炭化水素
ガスの流量が５０ｓｃｃｍ以上２００ｓｃｃｍ以下であり、放電電流が０．１Ａ以上０．
３Ａ以下である、保護膜の形成工程と、
　（２）工程（１）で形成した保護膜の表面処理工程であって、
　　（２ａ）アルゴンガス中でのプラズマ処理、及び
　　（２ｂ）窒素ガスを含むガス中でのプラズマ処理
　を含む表面処理工程と
を含む磁気記録媒体用保護膜の形成方法に関する。本発明の保護層の形成方法は、各種デ
バイスに含まれる磁気記録媒体の製造に適用することができる。
【００１３】
　このような磁気記録媒体の形成方法においては、炭化水素ガスをエチレンとすることが
できる。
【００１４】
　本発明は、このような方法により得られた磁気記録媒体を包含する。
【００１５】
　本発明は、基体と、上記基体上に形成された金属膜層と、上記金属膜層上に形成された
上述の保護層とを備える磁気記録媒体を包含する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の保護層の形成方法は、特殊な形成工程及び表面処理工程を採用することで、磁
気記録層からのＣｏの溶出を抑制するとともに、膜厚が３ｎｍ以下の磁気記録媒体用保護
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層を形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に、本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、以下に示す例は、本発明の一例で
あり、当業者であれば、適宜設計変更することができる。
【００１８】
＜磁気記録媒体用保護層の形成方法＞
　本発明の第１の実施形態は、磁気記録媒体用保護膜の形成方法である。
【００１９】
　即ち、本発明の磁気記録媒体用保護層の形成方法は、
　（１）基体と該基体上に形成される金属膜層とを含む積層体の上に、炭化水素ガスを原
料として用いるプラズマＣＶＤ法によって保護膜を形成する工程であって、上記炭化水素
ガスの流量が５０ｓｃｃｍ以上２００ｓｃｃｍ以下であり、放電電流が０．１Ａ以上０．
３Ａ以下である、保護膜の形成工程（以下、単に「第１工程」と称する場合がある）と、
　（２）工程（１）で形成した保護膜の表面処理工程であって、（２ａ）アルゴンガス中
でのプラズマ処理、及び（２ｂ）窒素ガスを含むガス中でのプラズマ処理を含む表面処理
工程（以下、単に「第２工程」と称する場合がある）と
を含む磁気記録媒体用保護膜の形成方法に関する。
【００２０】
（第１工程）
　本工程は、基体と該基体上に形成される金属膜層とを含む積層体の上に、炭化水素ガス
を原料として用いるプラズマＣＶＤ法によって保護膜を形成する工程であって、上記炭化
水素ガスの流量が５０ｓｃｃｍ以上２００ｓｃｃｍ以下であり、放電電流が０．１Ａ以上
０．３Ａ以下である、保護膜の形成工程である。
【００２１】
　基体は、好ましくは非磁性であり、磁気記録媒体の製造に従来から用いられている任意
の材料を用いることができる。たとえば、Ｎｉ－Ｐメッキを施されたアルミ合金、ガラス
、セラミック、プラスチック、シリコンなどの材料を用いて基体を作製することができる
。
【００２２】
　基体上に形成される金属膜層は、少なくとも磁気記録層を含む。金属膜層は、任意選択
的に、磁気記録層と基体との間に、非磁性下地層、軟磁性層、シード層、中間層などの層
をさらに含んでもよい。
【００２３】
　磁気記録層は、好適には、少なくともＣｏとＰｔを含む合金の強磁性材料を用いて形成
することができる。強磁性材料の磁化容易軸は、磁気記録を行う方向に向かって配向して
いることが必要である。例えば、垂直磁気記録を行うためには、磁気記録層の材料の磁化
容易軸（六方最密充填（ｈｃｐ）構造のｃ軸）が、記録媒体表面（すなわち基体の主平面
）に垂直方向に配向していることが必要である。
【００２４】
　磁気記録層は、たとえばＣｏＰｔ、ＣｏＣｒＰｔ、ＣｏＣｒＰｔＢ、ＣｏＣｒＰｔＴａ
などの合金材料を用いて形成することができる。磁気記録層の膜厚は、特に限定されるも
のではない。しかしながら、生産性及び記録密度向上の観点から、磁気記録層は、好まし
くは３０ｎｍ以下、より好ましくは１５ｎｍ以下の膜厚を有する。
【００２５】
　任意選択的に設けてもよい非磁性下地層は、Ｔｉ、又はＣｒＴｉ合金のようなＣｒを含
む非磁性材料を用いて形成することができる。
【００２６】
　任意選択的に設けてもよい軟磁性層は、ＦｅＴａＣ、センダスト（ＦｅＳｉＡｌ）合金
などの結晶性材料；ＦｅＴａＣ、ＣｏＦｅＮｉ、ＣｏＮｉＰなどの微結晶性材料；又はＣ
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ｏＺｒＮｄ、ＣｏＺｒＮｂ、ＣｏＴａＺｒなどのＣｏ合金を含む非晶質材料を用いて形成
することができる。軟磁性層は、垂直磁気記録媒体において、磁気ヘッドの発生する垂直
方向磁界を磁気記録層に集中させる機能を有する。軟磁性層の膜厚は、記録に使用する磁
気ヘッドの構造や特性によって最適値が変化するが、概ね１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下程
度であることが、生産性との兼ね合いから好ましい。
【００２７】
　任意選択的に設けてもよいシード層は、ＮｉＦｅＡｌ、ＮｉＦｅＳｉ、ＮｉＦｅＮｂ、
ＮｉＦｅＢ、ＮｉＦｅＮｂＢ、ＮｉＦｅＭｏ、ＮｉＦｅＣｒなどのようなパーマロイ系材
料；ＣｏＮｉＦｅ、ＣｏＮｉＦｅＳｉ、ＣｏＮｉＦｅＢ、ＣｏＮｉＦｅＮｂなどのような
パーマロイ系材料にＣｏをさらに添加した材料；Ｃｏ；あるいはＣｏＢ，ＣｏＳｉ，Ｃｏ
Ｎｉ，ＣｏＦｅなどのＣｏ基合金を用いて形成することができる。シード層は、磁気記録
層の結晶構造を制御するのに充分な膜厚を有することが好ましく、通常の場合、３ｎｍ以
上５０ｎｍ以下の膜厚を有することが好ましい。
【００２８】
　任意選択的に設けてもよい中間層は、Ｒｕ、若しくはＲｕを主成分とする合金を用いて
形成することができる。中間層は、通常０．１ｎｍ以上２０ｎｍ以下の膜厚を有する。こ
のような範囲内の膜厚とすることによって、磁気記録層の磁気特性や電磁変換特性を劣化
させることなしに、高密度記録に必要な特性を磁気記録層に付与することが可能となる。
【００２９】
　非磁性下地層、軟磁性層、シード層、中間層及び磁気記録層の形成は、スパッタ法（Ｄ
Ｃマグネトロンスパッタ法、ＲＦマグネトロンスパッタ法などを含む）、真空蒸着法など
当該技術において知られている任意の方法を用いて実施することができる。
【００３０】
　工程（１）においては、炭化水素ガスを原料として用いるプラズマＣＶＤ法によって、
保護膜としてＤＬＣ膜を形成する。用いることができる炭化水素ガスは、エチレン、アセ
チレン、メタン、ベンゼンなどを含む。また、プラズマ発生のための電力供給は、容量結
合式で実施してもよく、誘導結合式で実施してもよい。プラズマの発生装置として、平行
平板型装置、フィラメント型装置、ＥＣＲプラズマ発生装置、ヘリコン波プラズマ発生装
置などを用いることができる。供給する電力としては、直流電力、ＨＦ電力（周波数：数
十～数百ｋＨｚ）、ＲＦ電力（周波数：１３．５６ＭＨｚ、２７．１２ＭＨｚ、４０．６
８ＭＨｚなど）、マイクロ波（周波数：２．４５ＧＨｚ）などを使用することができる。
【００３１】
　また、本工程において、被成膜基板として用いる基体及び金属膜層の積層体に対してバ
イアス電圧を印加して、ＤＬＣ膜の堆積を促進してもよい。たとえば、被成膜基板に対し
て－４０～－１２０Ｖを印加することができる。
【００３２】
　さらに、本工程においては、炭化水素ガスの流量を５０ｓｃｃｍ以上２００ｓｃｃｍ以
下とする。５０ｓｃｃｍ以上とすることで、ＤＬＣ膜に十分なＨが取り込まれ、当該膜が
Ｈを介した十分緻密な立体構造になるという効果が得られる。また、２００ｓｃｃｍ以下
とすることで、ＤＬＣ膜の構造がポリマー的になることを防止して、上当該膜が十分緻密
な立体構造となるという効果が得られる。
【００３３】
　加えて、本工程においては、放電電流を０．１Ａ以上０．３Ａ以下とする。０．１Ａ以
上とすることで、十分に通電を行い、プラズマ放電を安定させて、ＤＬＣ膜の性膜を確実
に行うことができるという効果が得られる。また、０．３Ａ以下とすることで、ＤＣＬ膜
に十分なＨが取り込まれ、当該膜がＨを介した十分緻密な立体構造になるという効果が得
られる。
【００３４】
　以上のような諸条件を満たす第１工程によって、ＤＬＣ膜を十分緻密な立体構造とする
ことができるため、その下に配置された磁気記録層に含まれるＣｏの溶出を抑制すること
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ができる。
【００３５】
（第２工程）
　本工程は、工程（１）で形成した保護膜の表面処理工程であって、（２ａ）アルゴンガ
ス中でのプラズマ処理、及び（２ｂ）窒素ガスを含むガス中でのプラズマ処理を含む表面
処理工程である。
【００３６】
　このような表面処理においては、工程（２ａ）アルゴンプラズマ処理と、工程（２ｂ）
窒素プラズマ処理とを、この順に行うことが好ましい。即ち、工程（２ｂ）を、工程（２
ａ）によって工程（１）と完全に分離することが、ＤＬＣ膜の緻密性を損なわない点で好
ましい。
しい。
【００３７】
　工程（２ａ）は、アルゴンガス中でのプラズマ処理である。工程（２ａ）において、プ
ラズマ発生のための電力供給方式、装置及び供給する電力は、工程（１）に記載のものを
使用することができる。例えば、前述の第１工程で用いたプラズマＣＶＤ装置内で炭化水
素ガスをアルゴンガスで置換することによって、工程（２ａ）を実施することができる。
【００３８】
　工程（２ａ）は、０．５～２．０秒間にわたって実施することが好ましい。この処理に
よって、保護膜であるＤＬＣ膜の最表面の水素を減少させ、コンタミネーションガス、特
に不純物の吸着を抑制することができる。
【００３９】
　工程（２ｂ）は、少なくとも窒素ガスを含むガス中でのプラズマ処理である。工程（２
ｂ）においても、プラズマ発生のための電力供給方式、装置及び供給する電力は、第１工
程に記載のものを使用することができる。さらに、工程（２ａ）と同様に、前述の第１工
程で用いたプラズマＣＶＤ装置内のガスを置換することによって、工程（２ｂ）を実施す
ることができる。あるいはまた、別のプラズマＣＶＤ装置を用いて、工程（２ｂ）を実施
してもよい。
【００４０】
　工程（２ｂ）で用いるガスは、純粋な窒素ガスであってもよいし、窒素ガスと他のガス
との混合ガスであってもよい。用いることができる他のガスは、ヘリウム、ネオン、アル
ゴンなどの不活性ガスを含む。
【００４１】
　工程（２ｂ）は、１．０～３．０秒間にわたって実施することが好ましい。この処理に
よって、保護膜であるＤＬＣ膜の最表面に窒素を結合させることができ、後述する潤滑膜
と保護膜との良好な結合を実現することができる。
【００４２】
　以上のように、工程（２ａ）及び（２ｂ）を実施することによって、コンタミネーショ
ンガス、特に不純物の吸着の抑制と、潤滑膜との良好な結合とを両立させ、薄膜化を可能
にする保護膜を得ることができる。
【００４３】
＜磁気記録媒体用保護膜＞
　本発明の第２の実施形態は、第１の実施形態の方法で形成された磁気記録媒体用保護膜
である。前述のように、本発明の保護膜は単層膜であり、コンタミネーションガス、特に
不純物の吸着の抑制と、潤滑膜との良好な結合とを両立させることは勿論のこと、特に、
磁気記録層からのＣｏの溶出を抑制するとともに、極薄の膜厚を実現することができる。
【００４４】
＜磁気記録媒体＞
　本発明の第３の実施形態は、基体と、上記基体上に形成された金属膜層と、上記金属膜
層上に形成された第２の実施形態の保護膜とを備える、磁気記録媒体である。本発明の磁
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気記録媒体は、保護膜の上に潤滑膜をさらに備えてもよい。潤滑膜は、記録／読み出し用
磁気ヘッドが磁気記録媒体に接触している際の潤滑を付与するための膜であり、例えば、
パーフルオロポリエーテル系の液体潤滑剤、又は当該技術において知られている種々の液
体潤滑剤材料を使用して形成することができる。潤滑膜は、ディップコート法、スピンコ
ート法などの当該技術において知られている任意の塗布方法を用いて形成することができ
る。
【００４５】
　本発明の磁気記録媒体は、保護膜が単層で形成されるため、磁気記録層と磁気ヘッドと
の間の距離を短くすることができる。この特徴は、磁気記録媒体の高記録密度化に有利で
ある。
【実施例】
【００４６】
　以下に本発明の効果を実施例により実証する。なお、以下の実施例は、本発明を説明す
るための代表例に過ぎず、本発明をなんら限定するものではない。
【００４７】
＜磁気記録媒体の形成＞
　（実施例１）
　最初に、直径９５ｍｍ、厚さ１．７５ｍｍのアルミニウム基体上に、ＣｏＺｒＮｂから
なる膜厚４０ｎｍの下地層、Ｒｕからなる膜厚１５ｎｍの中間層、及びＣｏＣｒＰｔ－Ｓ
ｉＯ2からなる膜厚１５ｎｍの磁気記録層を順次積層して金属膜層を形成した。
【００４８】
　得られた積層体を、被成膜基板として、フィラメント型のプラズマＣＶＤ装置の成膜室
に装着した。製膜室に対して、流量４０ｓｃｃｍのエチレンガスを導入し、カソードフィ
ラメントとアノードとの間に１８０Ｖの直流電力を印加し、カソードフィラメントから熱
電子を放出してエチレンプラズマを発生させた。このときの成膜室内の圧力は０．５３Ｐ
ａであった。そして、被成膜基板に対して－１２０Ｖ（対接地）のバイアス電圧を印加し
てＤＬＣ膜を堆積させた。このときのアノード電位は＋６０Ｖとした。成膜時間を調整す
るとともに、エチレンガス流量を１００ｓｃｃｍ、エミッション電流を０．２５Ａとし、
膜厚２．５ｎｍのＤＬＣ膜を形成した。
【００４９】
　ＤＬＣ膜の成膜終了後、エチレンガスに代えて流量５０ｓｃｃｍのアルゴンガスを導入
し、０．６７Ｐａの圧力において０．８秒間にわたってアルゴンプラズマ処理を行った。
【００５０】
　続いて、アルゴンガスの流量を１０ｓｃｃｍに変更すると同時に、流量４０ｓｃｃｍの
窒素ガスを導入し、０．６７Ｐａの圧力において１．５秒間にわたって窒素プラズマ処理
を行い、表面処理を施した保護膜を得た。
【００５１】
　最後に、上記保護膜上に、パー・フルオロ・ポリ・エーテルを主体とする液体潤滑剤を
ディップ法により塗布し、厚さ１．２ｎｍの潤滑膜を形成し、実施例１の磁気記録媒体を
得た。
【００５２】
（実施例２）
　（実施例２－１）
　　エチレンガスの流量を６０ｓｃｃｍとしたこと以外は、実施例１と同様にして、実施
例２－１の磁気記録媒体を得た。
【００５３】
　（実施例２－２）
　エチレンガスの流量を１４０ｓｃｃｍとしたこと以外は、実施例１と同様にして、実施
例２－２の磁気記録媒体を得た。
【００５４】
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　（実施例２－３）
　エチレンガスの流量を１８０ｓｃｃｍとしたこと以外は、実施例１と同様にして、実施
例２－３の磁気記録媒体を得た。
【００５５】
（実施例３）
　エミッション電流を０．１５Ａとしたこと以外は、実施例１と同様にして、実施例３の
磁気記録媒体を得た。
【００５６】
（比較例１）
　（比較例１－１）
　エチレンガスの流量を３０ｓｃｃｍとしたこと以外は、実施例１と同様にして、比較例
１－１の磁気記録媒体を得た。
【００５７】
　（比較例１－２）
　エチレンガスの流量を２２０ｓｃｃｍとしたこと以外は、実施例１と同様にして、比較
例１－２の磁気記録媒体を得た。
【００５８】
（比較例２）
　（比較例２－１）
　エミッション電流を０．３５Ａとしたこと以外は、実施例１と同様にして、比較例２－
１の磁気記録媒体を得た。
【００５９】
　（比較例２－２）
　エミッション電流を０．４５Ａとしたこと以外は、実施例１と同様にして、比較例２－
１の磁気記録媒体を得た。
【００６０】
（比較例３）
　保護膜の表面処理（アルゴンプラズマ処理、及び窒素プラズマ処理）を施さなかったこ
と以外は、実施例１と同様にして、比較例３の磁気記録媒体を得た。
【００６１】
（比較例４）
　エミッション電流を０．５５Ａとしたこと以外は、実施例１と同様にして、実施例３の
磁気記録媒体を得た。
【００６２】
　＜Ｃｏ溶出量の評価＞
　上記のようにして得た実施例１～３及び比較例１～４の各磁気記録媒体について、濃度
3％の硝酸水溶液を滴下して、Ｃｏ溶出量を高周波誘導結合プラズマ質量分析計（ＩＣＰ
－ＭＳ）により測定した。この結果を表１に示す。
【００６３】



(9) JP 2010-146683 A 2010.7.1

10

20

30

40

50

【表１】

【００６４】
　表１に示すように、本発明の範囲内の実施例１～３の各磁気記録媒体については、Ｃｏ
溶出量を低いレベルに抑えることができていることが判る。これは、実施例１～３につい
ては、いずれも、適正なエチレンガス流量及びエミッション電流により、ＤＣＬ膜中に適
正な量のＨが取り込まれ、Ｈを介した緻密な立体構造が形成されたためと考えられる。
【００６５】
　これに対し、本発明の範囲外の比較例１～４の各磁気記録媒体については、Ｃｏ溶出量
を低いレベルに抑えることができていないことが判る。
【００６６】
　比較例１～４を個別にみると、比較例１－１については、エチレンガス流量が少なすぎ
たため、ＤＣＬ膜がＨを介した十分緻密な立体構造にならなかったためであると考えられ
る。また、比較例１－２については、エチレンガス流量が多すぎたため、ＤＣＬ膜の構造
がポリマー的になってしまったためであると考えられる。
【００６７】
　比較例２－１及び比較例２－２については、いずれも、エミッション電流が大きすぎた
ため、ＤＣＬ膜がＨを介した十分緻密な立体構造にならなかったためであると考えられる
。
【００６８】
　比較例３については、Ｃｏ溶出量は低く抑えられたものの、エミッション電流が小さす
ぎたため、通電が十分に行われず、潤滑層との優れた結合性が実現されなかったものと考
えられる。
【００６９】
　比較例４については、エミッション電流が極端に小さかったため、通電が十分に行われ
ず、プラズマ放電が安定せずに、ＤＬＣ膜の成膜ができなかったものと考えられる。
【００７０】
　次に、実施例１～３及び比較例１～３（比較例４は除く）に関し、Ｃｏ流出量のエチレ
ンガス流量依存性と、Ｃｏ流出量のエミッション電流依存性とについての結果を、それぞ
れ、図１及び図２に示す。
【００７１】
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　図１によれば、本発明の範囲内である、所定の炭化水素ガス（エチレンガス）の流量（
５０ｓｃｃｍ以上２００ｓｃｃｍ以下）の場合には、Ｃｏ溶出量を低いレベルに抑えるこ
とができることが判る。また、図２によれば、本発明の範囲内である、所定のエミッショ
ン電流（０．１Ａ以上０．３Ａ以下）の場合には、Ｃｏ溶出量を低いレベルに抑えること
ができることが判る。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明の磁気記録媒体用保護膜の形成方法によれば、特殊な形成工程及び表面処理工程
を採用することで、磁気記録層からのＣｏの溶出を抑制するとともに、膜厚が３ｎｍ以下
の磁気記録媒体用保護層を形成することができる。従って、本発明は、今後益々、高い記
録密度が要請される磁気記録媒体の製造に適用することができる点で有望である。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】Ｃｏ流出量とエチレンガス流量との関係を示すグラフである。
【図２】Ｃｏ流出量とエミッション電流との関係を示すグラフである。

【図１】

【図２】
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